
木造住宅耐震改修工事事業
申請手続きの流れ

①補助金交付申請～工事着工まで

申請者 利府町凡例

②工事着工後に工事内容に変更が生じた場合
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※補助金交付決定通知を受領した後に施工業者と契約をしてください。
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③工事完了～補助金の受領

※工事内容の変更、または事業を中止する場合は変更（中止）申請が必要となります。
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※２月末までに工事の完了及び完了報告書の提出お願いします。

【お申込み・お問い合わせ】
利府町都市開発部都市整備課 営繕係（役場１階 ５番窓口） 電話：022-767-2342

●低コスト工法による耐震改修工事も対象

最小限の解体で耐震強度を高め、工期短縮と廃棄物削減により費用を抑えられる工法となります。

●代理受領制度

施工業者が、所有者（申請者）に代わり、町から補助金を受け取る制度です。
補助金交付申請の際に申出お願いします。

●利子補給制度

条件はありますが、対象となる方は無利子又は低利子で融資を受け取る制度です。


